様式第7号	広島広域都市圏交流活動促進事業
令和　　年　　月　　日
（団体名）
（役職）　（団体の代表者名）　様

広島広域都市圏協議会
会長　●●●●　●●　●●


広島広域都市圏交流活動促進事業 補助金交付決定通知書

令和　年　月　日付けで申請のあった広島広域都市圏交流活動促進事業の補助金について、次のとおり交付することに決定しましたので通知します。


交付決定額：　　　　　　　　　　　円




【注意事項】
１　補助対象事業完了後、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が生じた場合には、速やかに広島広域都市圏協議会（以下「協議会」という。）会長に報告すること。また、当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を協議会に返還すること。
２　次に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した金額の全部又は一部の返還を命ずることがある。
⑴　虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
⑵　広島広域都市圏交流活動促進事業補助金交付要綱第14条第1項に規定する報告を怠ったとき。
⑶　その他、協議会会長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
